
 

横浜市がん撲滅対策推進条例に基づく平成 26 年度実施状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※二重線については、平成26 年度新規の取組（ただし、啓発は除く。） 

 

総括 （報告書2ページ） 

平成26年度は、条例施行初年度のため、従来から取組を進めている「がんの予防」「がん検診」のほか、

市立病院及び横浜市立大学での取組が主な報告となっていますが、条例の施行による新たな取組も行いまし

た。 

■庁内推進体制の設置 

副市長及び関係区局長による「がん対策推進会議」を設置し、各区局のがん対策に関わる事業の実施状

況について情報共有をしたほか、がん対策に関する取組を積極的に進めていくことを確認しました。 

 

■条例施行の市民への周知 

 地域中核病院等の「がん」をテーマにした市民公開講座で、条例周知のちらしを配布しました。 

条例施行の10月に合わせ、中央図書館にがんに関する図書を集めた特設コーナーを設置し、がん検診

啓発ちらし等の配布と共に周知を行いました。 

 

■横浜市中期４か年計画（2014－2017）での目標設定 

「がん等疾病対策の推進」を位置づけ、総合的ながん対策の推進に向けた計画を策定し、施策を実施し

ていくことを目標としています。 

 

■関係機関との意見交換 

 「がん診療連携拠点病院等」のほか、患者会を訪問し、現状や市の総合的ながん対策に向けた意見など

を伺いました。 

 

実施状況 １ がんの予防の推進（第６条関係） （報告書3-8ページ） 

区役所 健康福祉局 

喫煙、食生活などの生活習慣などが健康に及ぼす影響について、普及啓発を行いました。  

・「健康横浜21」、「よこはま保健医療プラン2013」の計画に基づき、取組を行いました。 

・ライフステージに合わせた禁煙・喫煙防止啓発リーフレットを作成、配布し、終日禁煙する飲食店

の登録等、受動喫煙を受けない環境づくり等を進めました。 

 

  教育委員会事務局 

   文部科学省の「がんの教育総合支援事業」を受託している神奈川県と連携し、学校におけるがん教育

の方法、教材の作成等について検討を行いました。 

 

横浜市がん撲滅対策推進条例 第18条に基づき、 

平成26年度の横浜市のがん対策に関する施策の実施状況を報告します。 

「横浜市がん撲滅対策推進条例」は、横浜市のがん対策に関する施策の基本となる事項を定めることに

より、がんの予防及び早期発見に資するとともに、全ての市民が適切ながんに係る医療を受けられるよ

うにするための総合的ながん対策を推進することを目的に、平成26年第2回市会定例会において市会

議員全員の提案により成立し、10月に施行されました。 

 
 

 

 

２ がんの早期発見の推進（第７条関係） （報告書9-17ページ） 

（１）がん検診の状況（報告書9-12ページ） 

健康福祉局 

    職場の検診などの他に受診機会のない方で、一定の年齢要件等を満たす方に、がん検診を実施しま

した。 

     

         

    がん検診の受診率の目標は、国同様、平成28年のがん検診受診率を50%(胃、肺、大腸がんは当面

40%)としています。    

   受診率向上に向けた取組として、大腸がんや子宮頸がん、乳がんの検診初年度の方などに、無料ク

ーポン券を送付して受診を勧めました。 

がん検診の対象となる方が、定期的に受診していただけるよう、無料クーポン券の対象者以外の方

に、個別勧奨通知を送付しました。 

 

（３）各区局での取組（報告書13ページ） 

区役所 

・子育て中の親を対象にした乳がん触診モデル

を用いての自己触診法の紹介や受診啓発 

・生活習慣改善講座でのがん検診の普及啓発 

・イベントでのがん検診に関する広報活動 

 

等を行いました。     

 

   健康福祉局 

    受診率向上に向けた取組として、ピンクリボンキャンペーン2014in横浜スタジアムでのＰＲを行

いました。 

   水道局 

    ピンクリボンデザインの横浜水缶の製造・販売・配布など、がん検診に関する広報活動を行いまし

た。 

こども青少年局 

妊娠の届出をした妊婦に対し、妊婦健康診査事業の一環として「子宮頸がん検診（細胞診）」の検

査項目を設けており、妊婦健康診査費用補助券を交付しています。 
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３ がんに係る医療の充実・緩和ケアの充実（第８条及び第10条関係） （報告書18-22ページ） 

（１）がん診療連携拠点病院等（報告書18ページ） 

   がん診療連携拠点病院は、専門的ながん医療を行うと共に、がん診療の連携体制の整備、がん患者に

対する相談支援、情報提供等を行う病院で、地域のがん診療の質の向上を図ることを目的に国が指定し

ます。（がん診療連携拠点病院には、都道府県に1か所指定される「都道府県がん診療連携拠点病院」

と二次医療圏ごとに指定される「地域がん診療連携拠点病院」があります。） 

 26年度には、「恩賜財団済生会横浜市東部病院」及び「横浜市立大学附属市民総合医療センター」の

2病院が地域がん診療連携拠点病院に指定され、県指定を含め、市内で12病院となりました。 

 

（２）高度で先進的な医療技術（報告書19ページ） 

 病院経営局 横浜市立大学 

    みなと赤十字病院では、“手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」”

による前立腺がんに対する手術を行っています。 

    市民病院では、婦人科がんの診療・治療の強化、充実を図る

ことを目的として、26 年度に「婦人科内視鏡手術センター」を

設置しました。 

    横浜市立大学附属病院では、カプセル内視鏡を用いた検査により、これまで診断に苦慮していた小

腸疾患の診断に実績を上げているほか、26 年 5 月に“手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」”を導入、

27年1月に外来化学療法室を移転・拡充（13床から23床に増床）し、待ち時間の短縮とともに、よ

り安全かつ質の高い化学療法の提供体制を整えました。 

   横浜市立大学附属市民総合医療センターでは、「生殖医療センター」において、がん患者が治療前

に卵子・精子を保存するための医療を実施しています。 

 

（３）緩和ケアの状況（報告書19ページ） 

   がん診療連携拠点病院等では、「がん診療に携わる全ての医療従事者が基本的な緩和ケアを理解し、

知識と技術を習得する」ことを目的に、医療従事者向けの研修会を実施しました。 

   病院経営局 

市民病院及びみなと赤十字病院では、緩和ケア病棟を運営しています。 

市民病院では、26年12月から苦痛緩和に関する相談を目的とした外来を設置し、患者の様々な苦

痛に対する早期スクリーニングに努めています。 

    

（４）地域連携クリティカルパス（報告書20ページ） 

   がん診療連携拠点病院では、手術や放射線治療等の専門的ながん治療を終えたがん患者を、地域医療

機関と共同して診察するために、がん地域連携クリティカルパスを整備しています。 

 

４ がん患者及びその家族等への支援（第９条関係） （報告書23-25ページ） 

（１）がんの相談（報告書23-24ページ） 

   がん診療連携拠点病院等にはがん相談支援センターが設置されており、がんについて詳しい看護師や

生活全般について相談できるソーシャルワーカーなどが、患者や家族の相談に対応しています。 

   病院経営局 横浜市立大学 

≪市民病院≫ 

就労を希望する患者の支援として、ハローワーク横浜による出張相談を実施 

≪みなと赤十字病院≫ 

患者や家族のからだとこころのバランスを整え、自分らしさを取り戻すことを目的とした「みな

とサロン」（語り合い、ストレッチ、ミニレクチャー等）の開催 

≪横浜市立大学附属病院≫≪横浜市立大学附属市民総合医療センター≫ 

各種がん患者会の活動の支援 

手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」

（２）がん患者への支援（報告書24ページ） 

健康福祉局 

小児慢性疾患のうち、小児がんを含む特定の疾患について医療費の自己負担分の一部補助及び福

祉サービスを行いました。 

がん征圧・患者支援チャリティ活動「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2014」を共催しました。 

文化観光局 

「クラシック・ヨコハマ」の一環として、小児がん征圧キャンペーン「生きる～2015 New Year 

若い命を支えるコンサート」（主催：毎日新聞社）を、実施しました。 

 

５ 在宅医療の充実（第11条関係） （報告書26ページ） 

健康福祉局 

在宅医療と介護の連携推進に向け、横浜市医師会と協働し、在宅医療連携拠点を設置(10 か所)、

運営したほか、地域の医療・介護に携わる職種への研修を行い、がん患者の在宅療養を支援しました。 

 

６ 医療従事者の育成及び確保（第12条関係） （報告書27ページ） 

  横浜市立大学 

    文部科学省の「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」に採択されているプログラムの一環

として、がん診療にすぐれた技術を持った医療人材を養成するための専門性の高い教育を行いました。 

 

７ 情報の収集及び提供等（第13条関係） （報告書28-30ページ） 

  がん診療連携拠点病院等のがん相談支援センターでは、がんに関する情報提供を行っています。 

 教育委員会事務局（報告書28ページ） 

   中央図書館では、医療・健康に関する情報を集めたコーナーを設置し、医療・健康に関する図書の

ほか、患者会の資料やパンフレット、関連する図書紹介リスト、医療健康関連の催事ちらし配布等に

より、情報提供を行いました。 

 病院経営局 横浜市立大学（報告書28-29ページ） 

がん相談支援センターでの情報提供のほか、市民病院、みなと赤十字病院では、がんに関する市民

向け講座、横浜市立大学ではエクステンション講座として、がんに関する市民向けの講座を開催しま

した。 

   健康福祉局（報告書30ページ） 

    神奈川県骨髄移植を考える会及び神奈川県血液センターの協力の下、骨髄ドナー登録会を開催しま

した。 

 

８ がん研究の推進（第14条関係） （報告書31-32ページ） 

   横浜市立大学 

    先端医科学研究センターでの研究、テキサス大学ＭＤアンダーソンがんセンターとのＭＯＵ（覚書）

の締結など、がん研究の取組を進めています。 

 

９ 平成27年度のがん対策関連の主な新規事業 （報告書33ページ） 

    

    

 

・がん対策推進計画の策定に向けた検討 

・精密検査未受診者への受診勧奨 

・小児がん連携病院の指定 

・市民病院にがんセンターを設置 

・社会保険労務士による就労相談を実施 

・患者会、ピアサポートの活動支援 

・緩和ケア病床整備補助 

・がんに詳しい医療従事者（専門看護師、

認定看護師等）の育成支援 

・横浜市立大学におけるがん研究の支援 














































































































































































































